
湯沢市補助事業工事確認検査実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、団体等が国、県又は市から補助金等を受けて施行

する事業に係る工事の遂行状況を確認し、検査を実施することに関し

必要な事項を定めるものとする。 

（検査の種類等） 

第２条 検査の種類及び内容は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 完成確認検査及び中間確認検査 湯沢市工事検査規程（平成 18

年湯沢市訓令第 29号。以下「規程」という。）第３条第１号及び第

２号を準用する。 

(2) 出来形確認検査 補助金の概算払いのために行うもの 

(3) 全体工事確認検査 年度内に実施された工事内容について行う

もの 

（検査の要領） 

第３条 検査は、原則として規程及び湯沢市工事検査実施要領（以下「要

領」という。)の規定により行うものとする。 

（検査を行う者） 

第４条 検査は、規程第５条第２号に定める指定検査員が行うものとす

る。 

２ 市長が必要と認めたときは、当該検査員以外の検査員に検査を行わ

せることができるものとする。 

（検査の時期） 

第５条 検査は、次に掲げる時期に行うものとする。 

(1) 完成確認検査、中間確認検査及び出来形確認検査 施行主体か

ら、工事確認検査要請書（様式第１号）により検査要請があったとき。 

(2) 全体工事確認検査 実績報告書が提出されたとき。 

（検査の立会い） 

第６条 検査には、必要に応じて関係者の立会いを求めるものとする。 

（検査の報告） 



第７条 検査の報告については、規程第９条第１項の規定を準用するも

のとする。 

（検査調書） 

第８条 規程第９条第１項に規定する報告は、工事確認検査報告書（様

式第２号）により行うものとする。 

（検査後の措置） 

第９条 検査後の措置については、要領第８条の規定を準用するものと

する。 

附 則 

この要領は、平成 22年５月１日から施行する。 



様式第１号(第５条関係) 

 

工事確認検査要請書 

 

年  月  日 

 湯沢市長 様 

住所          

施行主体          

代表者氏名        印 

 

 

  次のとおり(完成・中間・出来形)確認検査を要請します。 

 

 工事番号      第  号 

 工事場所      湯沢市     地内 

 工事名               工事 

 請負金額      金       円也 

 契約年月日           年  月  日 

 変更契約年月日         年  月  日 

 契約工期      自     年  月  日 

           至     年  月  日 

 実完成年月日          年  月  日 

 検査希望年月日         年  月  日 

 施行主体名 

 代表者職・氏名 

 請負者氏名 

 立会人氏名     現場代理人 

 工事概要 

  

 

 

                                          

                                          

工事確認検査実施通知書 

第     号 

年  月  日 

        様 

湯沢市長       印 

 

      年  月  日付けで要請のあった(完成・中間・出来形)確認検査に

ついて、次のとおり実施しますので通知します。 

 

 検査年月日        年  月  日  時  分から 

 

 検査員氏名       部   課 課長 



様式第 2号(第 8条関係) 

(表) 

工事確認検査報告書 

年  月  日 

湯沢市長 様 

検査員職・氏名       

部   課 

  

 次のとおり(完成・出来形・中間)検査の結果を報告します。 

  

検査年月日     年  月  日 

年度・事業名 年度  
施行主体名代

表者職・氏名 

  

工事番号 第  号 当初契約額 円 

工事場所 
湯沢市    

地内 
変更契約額 円 

工事名 
  

請負人 
  

契約年月日 年  月  日 

完成検

査年月

日 

年  月  日 

変更契約年月

日 
年  月  日 

施

行

主

体 
検査者 

  

着工年

月日 年  月  日 

工

期 
完成年

月日 年  月  日 

実完成年月日 年  月  日 

立会人 

市 

施行主体 

請負者 



(裏) 

工事概要 検査内容 

工

種 
数量 出来高％ 検査意見又は指摘事項 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

 

 

 


